新型コロナウイルス拡大防止対応フロー（本人）【例】
⾵邪様の症状（発熱、咳、⿐⽔など）があるか？
息苦しさ（呼吸困難）や強いだるさ（倦怠感）、⾼熱の症状のいずれかがある
（※基礎疾患がある場合は⾵邪様の症状があれば）
新型コロナウイルス感染と診断されたか？
欠勤もしくは有給休暇取得による⾃宅休養
[bookmark: _Hlk68185485]「帰国者・接触者相談センター」に相談、受診を勧められた医療機関を受診
（厚⽣労働省ホームページ等より）
欠勤もしくは有給休暇取得による就業禁⽌等（外出禁⽌）
出勤
体調不調期間が４⽇未満の場合、各種薬剤の内服がない状態で、発熱、咳、喀痰、全⾝倦怠感などが消失した⽇を0⽇⽬として、症状消失後3⽇⽬以降に出勤可※
体調不良の期間程度、経過観察

体調不良の期間
回復（症状消失）⽇を0⽇⽬として、
4⽇以上1週未満
回復（症状消失）後５⽇⽬以降に出勤可※
1週以上2週未満
回復（症状消失）後７⽇⽬以降に出勤可※
2週以上
回復（症状消失）後10⽇⽬以降に出勤可※

退院後（またはPCRが２回陰性化後）、
７⽇間⾃宅待機（退院等⽇を０⽇⽬と
して、８⽇⽬以降に出勤可）※
Yes
Yes
Yes
No
No

No
 
 

※上記の⽇数は⽬安であり、実際の出勤については、それぞれの状況を踏まえ、この基準以上を休ませることもある。
【備考】
※医療機関の診察費用やPCR検査の費用について
原則は、会社で負担する必要はございません。ただし、会社としてPCR検査を受けて陰性であることを出勤の必須条件とすることや検査を強制等する場合には会社での費用負担もご検討ください。
